
今
年
も
残
り
わ
ず
か
と
な

り
、
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
時
期
が
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。 

特
別
徴
収
（
市
県
民
税
給
与

天
引
）
を
実
施
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
事
業
所
を
中
心
に
、

「
給
与
支
払
報
告
書
及
び
普

通
徴
収
申
請
書
」
を
11
月
下

旬
（
予
定
）
か
ら
発
送
し
ま
す
。 

給
与
支
払
報
告
書
等
は
住

民
税
等
の
課
税
の
根
拠
と
な

る
重
要
な
書
類
と
な
り
ま
す

の
で
、
う
き
は
市
在
住
（
平
成

31
年
１
月
１
日
時
点
）
の
方

の
給
与
支
払
報
告
書
（
個
人
別

明
細
書
）
を
正
し
く
記
入
の
上
、

平
成
31
年
１
月
31
日
（
木
）

ま
で
に
必
ず
提
出
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

   

な
お
、
下
記
の
と
お
り
昨
年

度
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
特
別
徴

収
義
務
者
の
一
斉
指
定
」
に
伴

い
、
退
職
等
で
特
別
徴
収
で
き

な
い
方
の
分
は
、
「
普
通
徴
収

申
請
書
」
を
併
せ
て
提
出
し
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。 「

普
通
徴
収
申
請
書
」
の
提

出
が
な
い
場
合
は
、
特
別
徴
収

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
（
一
部
除
く
） 

ま
た
、
う
き
は
市
に
お
い
て

は
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

は
一
人
に
つ
き
１
枚
の
み
で

も
結
構
で
す
。 

       

                        

                        

                

平
成
30
年
分 
給
与
支
払
報
告
書
提
出
の
お
願
い 

う
き
は
市
で
は
、
給
与
支
払

報
告
書
や
異
動
届
出
書
の
提

出
な
ど
、
特
別
徴
収
等
に
係
る

手
続
き
に
つ
き
ま
し
て
、
自
宅

や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所

等
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
簡
単
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
電
子
申

告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
：
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

複
数
の
市
区
町
村
に
申
告

す
る
場
合
、
作
成
し
た
申
告
書

を
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
口
へ
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
電
子
申
告

で
は
、
複
数 

給
与
支
払
報
告
書
等
の
電
子
申
告
に
よ
る
提
出
に
つ
い
て 

で
は
、
複
数
の
市
区
町
村
へ
の

申
告
書
を
一
度
に
送
信
で
き

ま
す
。 

ご
利
用
の
手
続
き
は
、
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
l
t
a
x
.
j
p
/

）

を
参
照
く
だ
さ
い
。 

※
個
人
の
方
の
市(

県)

民
税
の

申
告
に
は
対
応
し
て
い
ま
せ

ん
。 

下
記
の
と
お
り
、
平
成
29

年
度
か
ら
福
岡
県
内
全
市
町

村
は
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴

収
を
徹
底
す
る
た
め
、
特
別
徴

収
義
務
者
の
一
斉
指
定
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

平
成
29
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る 

特
別
徴
収
義
務
者
の
一
斉
指
定
に
つ
い
て 

詳
し
く
は
、
福
岡
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
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r
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.
f
u
k
u
o
k
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.
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g
.
j
p
/
c
o
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t
e
n
t
s
/
t
o
k
u
t
y
o

u
-
h
i
r
o
b
a
.
h
t
m
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福岡県と県内全市町村からの重要なお知らせです！ 

平成 29 年度から福岡県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、次の取組を一

斉に実施しています。 

①特別徴収未実施の事業主の方を特別徴収義務者として指定させていただきます。 

②既に特別徴収を実施している事業主の方も、普通徴収としている従業員の方がいる場合、特別

徴収していただきます。 

●提出・問合せ先 税務課住民税係 ℡75-4977 


